
 

令和 2年度  安曇野市立堀金中学校 

 

ＰＴＡ総会議案書(Web版) 

 

第１号議案 新役員承認に関する件 

→ 別紙(家庭配布済)のように，本年度の役員をご承認いただきたい。 

  

第２号議案令和元年度活動報告に関する件 

→ 令和元年度 PTA 各部事業報告について，別紙「活動記録と反省」のとおり。ご承認いた

だきたい。 

 

第３号議案令和元年度決算に関する件 

→ 令和元年度，堀金中学校 PTA 一般会計，特別会計の決算について，別紙「決算書」のと

おり承認いただきたい。会計監査は実施済み（令和元年度監事）。 

 

第 4号議案令和 2年度活動計画に関する件 

→ 令和 2 年度 PTA 各部活動計画について，別紙「活動計画案」のとおり。ご承認いただ

きたい。 

 

第 5号議案令和 2年度予算に関する件 

→ 令和 2年度，堀金中学校 PTA一般会計，特別会計の決算について，別紙「予算書」のと

おり承認いただきたい。 

 

第 6号議案堀金中学校 PTA会則並びに細則の改正に関する件 

  → 経緯 生徒数(家庭数)減少に伴い，人数の少ない地区では毎年役員を選出することが困難

になってきたため，文化部を地区選出から学級選出に変更したい。地区選出は校外指導部，

厚生部もあるが，ともに地区の活動に関係することからこのまま地区選出とし，文化部を

学級選出とする。 

  → 変更箇所 「２．細 則 第１条 ３．部員・会員の選出については次のように行う。」 

（１）各学級より会長１名、副会長２名（家庭共育委員・文化部員）を選出する。学級会長の互選により当

該学年の正副会長を各１名選出する。 

（２）地区会は地区ごとに正副会長を選出する。尚、地区会の会長・副会長は校外指導部を兼ねる。 

（３）校外指導部・厚生部・文化部の部員は、地区及び、学校職員で推薦された中から会長がこれを委

嘱する。その人数は、校外指導部員は各地区２名、学校職員若干名、厚生部・文化部は各地区１～２

名、学校職員若干名とする。部長・副部長は、部員の互選による。 

（４）家庭共育委員は学級の副会長（２名）が兼ね、委員長・副委員長は、委員の互選とする。 

 

連絡①ＰＴＡ安全互助会加入に関する件 

ＰＴＡ活動中の不慮の災害に備えて，昨年同様に互助会に継続加入をしたい。 

保険料(保護者世帯数×１２７円，生徒数×１０円) 

会費(〔保護者世帯数＋教職員数〕×１３円)     はＰＴＡ会費より支払う。 

 

連絡②顧問推挙に関する件 

堀金中学校ＰＴＡ会則第１４条および細則第４条により，令和元年度会長 小林 康治 氏を顧

問に推挙する。ＰＴＡ活動の活性化ならびに学校と地域との連携に多大の貢献をされた前会長を

顧問にお願いして，令和 2年度の活動に対しご指導ご支援を仰ぎたい。 

 

連絡③昨年度 PTA総会に出された意見について 

「PTAは任意団体である旨を PTA会則に入れるべきではないか」という質問が出され，常任

委員会で協議した結果，「PTA加入が強制でないことは承知されており，特別 PTA会則に『PTA

は任意団体である』旨を入れる必要はないという結論となったことを報告します。 











































 

堀金中学校ＰＴＡ会則並びに細則 
１．会 則 
第１章 名称及び事務局 

第１条 本会は堀金中学校ＰＴＡといい、事務局を堀金中学校におく。 

第２章 目的および事業 

第２条 本会は学校の教育方針にのっとり、会員の協力によって教育を振興し、生徒の福祉を増進することを目的とする。                                       

第３条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。 

１．学校、家庭及び、社会の連絡協調をはかり、学習の向上に努める。 

２．教育環境の整備をはかること。 

３．生徒の厚生に関すること。 

４．学校施設の充実をはかること。 

５．会員の研究修養並びに相互の親睦をはかること。 

６．その他必要と認められたこと。 

第３章 会員及び組織 

第４条 本会は堀金中学校生徒の保護者並びに、学校職員を会員とする。 

第５条 本会には地区会、学年・学級会及び、各種の部会を設ける。種類、組織、任務等については細則に定める。 

第４章 役員及び組織 

第６条 本会は次の役員を置き、その選出方法は細則に定める。                       

１．会長   １名      ２．副会長  ３名        ３．評議員 ８０名内外 

４．常任委員 若干名     ５．監事  ２名          ６．幹事  若干名 

第７条 役員の任期は１ケ年とし、再選をさまたげない。                             

第５章 役員の任務 

第８条 役員の任務は次の通りである。                                                     

１．会長は本会を代表し、会務を執行する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。 

３．評議員は評議員会を組織し、必要事項を決議する。 

４．常任委員は常任委員会を組織し、会務を執行する。 

５．監事は業務、会計の監査をする。 

６．幹事は庶務、会計のことにあたる。 

第６章 会議 

第９条 本会の会議は次の通り行う。                                                        

１．本会は毎年度初めに定期総会を開く。そのほか、会長が必要と認めたとき及び評議員会の要求があったときは、

臨時総会を開くことができる。総会では次の事項を行う。議長には副会長をあてる。 

（１）事業報告並びに決算の承認 

（２）事業計画及び、予算の決定 

（３）会長、副会長、監事の承認 

（４）会則の設定及び、変更 

（５）その他、常任委員会において必要と認めた事項の承認及び、議決  

 ２．評議員会は、会長が必要と認めたとき及び、評議員の三分の一以上の要求があったとき開く。評議員会は次の

事項を行う。議長には副会長をあてる。なお、会長が必要と認めたときは評議員会の役割を常任委員会に委託す

ることができる。 

（１）総会に代わる議決（総会で承認を得るものとする） 

（２）細則の変更 

（３）常任委員会、部会の運営に関する事項 

（４）その他必要な事項 

３．常任委員会は、必要に応じ随時会長が招集し、次の事項を行う。議長には副会長をあてる。  

（１）予算の編成及び、事業計画の立案 

（２）総会及び、評議員会に提出する議案の作成 

（３）総会及び、評議員会の承認あるいは決議事項の執行 

（４）会務の企画運営、事業の促進等の研究協議 

（５）その他、緊急事項の処理  

４．地区会、学年会、学級会は、必要に応じ各会長が随時開き、会務を協議し運営する。 

５．各部会は、会長と連絡のうえ部会長が随時開く。                           

 

 



 

第７章 会計及び帳簿 

第10条 本会の経費は、会員からの会費をあて、会費については総会で事務局会計より提案し、総会で決定する。年度途

中の転出入の会員については、月割りで会費の納入および返金を行う。また、その他の収入金をあてる。 

第11条 本会の会計年度は、４月１日より始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第12条  本会には次の帳簿を備え保存する。 

      １．会員名簿    ２．会計簿    ３．各会議録   ４．業務日誌       

第８章 慶弔 

第13条 慶弔規定は細則に定める。                                                  

第９章 付則 

第14条 本会は顧問若干名を置く。 

第15条 本会則は平成６年４月２０日より施行する。                                 

平成21年4月17日一部改正、平成29年4月17日一部改正 

 

２．細 則  
第１条 第５条の会及び、部会の種類、組織、任務等は次の通りである。               

１．地区会・学年会・学級会 

（１）地区会 地区における生徒の生徒指導と福祉をはかる。  

（２）学年会  学年における事業の企画運営と学級間の連絡調整等をはかる 

（３）学級会 学級における生徒の学習及び、生徒指導の向上をはかる。 

２．各部会  

（１）校外指導部 生徒の家庭並びに、社会における生活指導等にあたる。 

（２）厚 生 部 生徒の保健衛生、給食及び、学校環境の整備等にあたる。 

（３）文 化 部  講習、講演会、ＰＴＡ会報等の企画編集にあたる。  

（４）学級会長会 学年学級間の連絡調整、学年学級における事業の推進、会員の資質の向上の為の学習活動等に

あたる｡  

（５）家庭共育委員会 母親会員相互の研修と、学年学級における事業の推進、会員の資質の向上の為の学習活動

の補佐に当たる。 

（６）必要に応じて特別な部会を設けることができる。  

３．部員・会員の選出については次のように行う。 

（１）各学級より会長１名、副会長２名（家庭共育委員）を選出する。学級会長の互選により当該学年の正副会長を各１

名選出する。 

（２）地区会は地区ごとに正副会長を選出する。尚、地区会の会長・副会長は校外指導部を兼ねる。 

（３）校外指導部・厚生部・文化部の部員は、地区及び、学校職員で推薦された中から会長がこれを委嘱する。その人

数は、校外指導部員は各地区２名、学校職員若干名、厚生部・文化部は各地区１～２名、学校職員若干名とする。

部長・副部長は、部員の互選による。 

（４）家庭共育委員は学級の副会長（２名）が兼ね、委員長・副委員長は、委員の互選とする。  

第２条 第６条の役員選出方法は次の通りである。                                   

１．会長・副会長は、会長、副会長、各学級会長、各地区会長及び、学校代表（１名）により構成する選挙委員会により選

出され、総会の承認を得る選挙委員長は会長とする。３名の副会長のうち１名は男性から、１名は女性から各々選出

し、１名は学校長とする。会長・副会長の選出は２月中日までに行う。 

２．評議員は、各会正副会長、各部員及び、学校担当職員若干名とし、常任委員を兼ねることができる。 

３．常任委員は、各地区会長、各部長、各学年会長及び、学校職員若干名とし、評議員を兼ねる。 

４．監事は、常任委員を除く評議員中より選挙委員会において選出し、総会で承認を得る。 

５．幹事は、学校職員の中より会長が委嘱する。 

第３条 第１３条の慶弔規定は次の通りである。 

１．会員及び、生徒が死亡の場合は、本会並びに、学年会・地区会より弔意を表し、各会長が会葬する。 

 本会は香料10,000円と生花、学年会は香料5,000円、地区会は香料5,000円とする。ただし、学年会、地区会の香

料は本会より支出する。 

２．会員が火災・天災その他、特別の事項ありたるときは、事情に応じ本会・学年会・地区会協議の上対処する。 

３．学校職員が転退職した場合は、３０００円の記念品を贈る。 

第４条 第１４条の顧問は、前会長及び、会の推薦者とする。 

第５条 本細則は平成１１年１１月２４日より施行する。 

平成18年4月22日一部改正、平成19年4月21日一部改正、平成20年4月18日一部改正、平成21年4月17日一部

改正、平成29年4月28日一部改正、平成31年4月25日一部改正 



 

堀金中学校ＰＴＡ会則並びに細則 (改正案) 
１．会 則 
第１章 名称及び事務局 

第１条 本会は堀金中学校ＰＴＡといい、事務局を堀金中学校におく。 

第２章 目的および事業 

第２条 本会は学校の教育方針にのっとり、会員の協力によって教育を振興し、生徒の福祉を増進することを目的とする。                                       

第３条 本会は前条の目的を達するため、次の事業を行う。 

１．学校、家庭及び、社会の連絡協調をはかり、学習の向上に努める。 

２．教育環境の整備をはかること。 

３．生徒の厚生に関すること。 

４．学校施設の充実をはかること。 

５．会員の研究修養並びに相互の親睦をはかること。 

６．その他必要と認められたこと。 

第３章 会員及び組織 

第４条 本会は堀金中学校生徒の保護者並びに、学校職員を会員とする。 

第５条 本会には地区会、学年・学級会及び、各種の部会を設ける。種類、組織、任務等については細則に定める。 

第４章 役員及び組織 

第６条 本会は次の役員を置き、その選出方法は細則に定める。                       

１．会長   １名      ２．副会長  ３名        ３．評議員 ８０名内外 

４．常任委員 若干名     ５．監事  ２名          ６．幹事  若干名 

第７条 役員の任期は１ケ年とし、再選をさまたげない。                             

第５章 役員の任務 

第８条 役員の任務は次の通りである。                                                     

１．会長は本会を代表し、会務を執行する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。 

３．評議員は評議員会を組織し、必要事項を決議する。 

４．常任委員は常任委員会を組織し、会務を執行する。 

５．監事は業務、会計の監査をする。 

６．幹事は庶務、会計のことにあたる。 

第６章 会議 

第９条 本会の会議は次の通り行う。                                                        

１．本会は毎年度初めに定期総会を開く。そのほか、会長が必要と認めたとき及び評議員会の要求があったときは、

臨時総会を開くことができる。総会では次の事項を行う。議長には副会長をあてる。 

（１）事業報告並びに決算の承認 

（２）事業計画及び、予算の決定 

（３）会長、副会長、監事の承認 

（４）会則の設定及び、変更 

（５）その他、常任委員会において必要と認めた事項の承認及び、議決  

 ２．評議員会は、会長が必要と認めたとき及び、評議員の三分の一以上の要求があったとき開く。評議員会は次の

事項を行う。議長には副会長をあてる。なお、会長が必要と認めたときは評議員会の役割を常任委員会に委託す

ることができる。 

（１）総会に代わる議決（総会で承認を得るものとする） 

（２）細則の変更 

（３）常任委員会、部会の運営に関する事項 

（４）その他必要な事項 

３．常任委員会は、必要に応じ随時会長が招集し、次の事項を行う。議長には副会長をあてる。  

（１）予算の編成及び、事業計画の立案 

（２）総会及び、評議員会に提出する議案の作成 

（３）総会及び、評議員会の承認あるいは決議事項の執行 

（４）会務の企画運営、事業の促進等の研究協議 

（５）その他、緊急事項の処理  

４．地区会、学年会、学級会は、必要に応じ各会長が随時開き、会務を協議し運営する。 

５．各部会は、会長と連絡のうえ部会長が随時開く。                           

 

 



 

第７章 会計及び帳簿 

第10条 本会の経費は、会員からの会費をあて、会費については総会で事務局会計より提案し、総会で決定する。年度途

中の転出入の会員については、月割りで会費の納入および返金を行う。また、その他の収入金をあてる。 

第11条 本会の会計年度は、４月１日より始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第12条  本会には次の帳簿を備え保存する。 

      １．会員名簿    ２．会計簿    ３．各会議録   ４．業務日誌       

第８章 慶弔 

第13条 慶弔規定は細則に定める。                                                  

第９章 付則 

第14条 本会は顧問若干名を置く。 

第15条 本会則は平成６年４月２０日より施行する。                                 

平成21年4月17日一部改正、平成29年4月17日一部改正 

 

２．細 則  
第１条 第５条の会及び、部会の種類、組織、任務等は次の通りである。               

１．地区会・学年会・学級会 

（１）地区会 地区における生徒の生徒指導と福祉をはかる。  

（２）学年会  学年における事業の企画運営と学級間の連絡調整等をはかる 

（３）学級会 学級における生徒の学習及び、生徒指導の向上をはかる。 

２．各部会  

（１）校外指導部 生徒の家庭並びに、社会における生活指導等にあたる。 

（２）厚 生 部 生徒の保健衛生、給食及び、学校環境の整備等にあたる。 

（３）文 化 部  講習、講演会、ＰＴＡ会報等の企画編集にあたる。  

（４）学級会長会 学年学級間の連絡調整、学年学級における事業の推進、会員の資質の向上の為の学習活動等に

あたる｡  

（５）家庭共育委員会 母親会員相互の研修と、学年学級における事業の推進、会員の資質の向上の為の学習活動

の補佐に当たる。 

（６）必要に応じて特別な部会を設けることができる。  

３．部員・会員の選出については次のように行う。 

（１）各学級より会長１名、副会長２名（家庭共育委員・文化部員）を選出する。学級会長の互選により当該学年の正副

会長を各１名選出する。 

（２）地区会は地区ごとに正副会長を選出する。尚、地区会の会長・副会長は校外指導部を兼ねる。 

（３）校外指導部・厚生部・文化部の部員は、地区及び、学校職員で推薦された中から会長がこれを委嘱する。その人

数は、校外指導部員は各地区２名、学校職員若干名、厚生部・文化部は各地区１～２名、学校職員若干名とする。

部長・副部長は、部員の互選による。 

（４）家庭共育委員は学級の副会長（２名）が兼ね、委員長・副委員長は、委員の互選とする。  

第２条 第６条の役員選出方法は次の通りである。                                   

１．会長・副会長は、会長、副会長、各学級会長、各地区会長及び、学校代表（１名）により構成する選挙委員会により選

出され、総会の承認を得る選挙委員長は会長とする。３名の副会長のうち１名は男性から、１名は女性から各々選出

し、１名は学校長とする。会長・副会長の選出は２月中日までに行う。 

２．評議員は、各会正副会長、各部員及び、学校担当職員若干名とし、常任委員を兼ねることができる。 

３．常任委員は、各地区会長、各部長、各学年会長及び、学校職員若干名とし、評議員を兼ねる。 

４．監事は、常任委員を除く評議員中より選挙委員会において選出し、総会で承認を得る。 

５．幹事は、学校職員の中より会長が委嘱する。 

第３条 第１３条の慶弔規定は次の通りである。 

１．会員及び、生徒が死亡の場合は、本会並びに、学年会・地区会より弔意を表し、各会長が会葬する。 

 本会は香料10,000円と生花、学年会は香料5,000円、地区会は香料5,000円とする。ただし、学年会、地区会の香

料は本会より支出する。 

２．会員が火災・天災その他、特別の事項ありたるときは、事情に応じ本会・学年会・地区会協議の上対処する。 

３．学校職員が転退職した場合は、３０００円の記念品を贈る。 

第４条 第１４条の顧問は、前会長及び、会の推薦者とする。 

第５条 本細則は平成１１年１１月２４日より施行する。 

平成18年4月22日一部改正、平成19年4月21日一部改正、平成20年4月18日一部改正、平成21年4月17日一部

改正、平成29年4月28日一部改正、平成31年4月25日一部改正、令和2年6月23日一部改正 



令和２年度 

堀金中学校ＰＴＡ総会 議案反対表決について 

私はＰＴＡ総会議案に対する反対の表決権を行使します。 

意見・質問（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出締切日：令和２年６月１５日（月） 

提出先：PTA 担当職員（宮澤真一）にお届けください。(生徒を通してで構いません) 

または 学校ポストへ投函をお願いします。 

 

令和２年    月    日 

生徒氏名    年    組                  

会員氏名                          印 

 

特にご意見のない場合は，「賛成」であると判断させていただきます （この用紙を使用する

必要はありません）。反対意見等ある場合は，このページを印刷していただき，理由を記入

の上，上記の方法でご提出ください。 

 

会員の皆様よりご意見をうかがったあと，6 月 23 日(火)の常任委員会にてそれらについて

審議をし，最終の承認といたします。 

 


